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自治体の研修担当者から、「まだ、女性だけの研修

は必要ですか」という質問を、受ける機会が度々あ

る。男女共同参画の推進が図られている今、女性だ

けの研修は逆差別ではないか、男性と同じ研修でい

いのではないかという意識からだと思うが、「まだ、

女性だけの研修は必要だと思います。」と答えること

にしている。確かに、男女共同参画法も制定され、

男女共同参画のための取り組みや研修が各自治体で

実施されている。しかし、女性職員を取り巻く現状

はどうなのであろうか。本稿では、内閣府の世論調

査や女性自治体職員へのヒアリング調査を通じて現

状を整理し、女性職員の能力開発について考えてみ

たい。

まず、社会での現状について、内閣府男女共同参

画局による「男女共同参画社会に関する世論調査」

（平成１６年１１月）から、いくつかの調査結果を抜粋す

る。

「平等」と答えた者の割合は、「学校教育の場」で

６６.８％、「家庭生活」で３９.９％、「法律や制度の上」

で３９.３％、「職場」で２５.０％、「政治の場」で１９.７％、

「社会通念・慣習・しきたりなど」で１７.２％となって

いる。職場で男女の地位の平等は、「男性の方が優遇

されている」とする者の割合が５９.５％（「男性の方

が非常に優遇されている」１６.７％＋「どちらかとい

えば男性の方が優遇されている」４２.７％）であり、

「平等」と答えた者の割合は２５.０％となっている。性

別では、「男性の方が優遇されている」とする者の割

合は女性で、「平等」と答えた者の割合は男性で、そ

れぞれ高くなっている。性・年齢別に見ると、「男性

の方が優遇されている」とする者の割合は女性の３０

歳代から５０歳代で、「平等」と答えた者の割合は男性

の２０歳代、４０歳代、５０歳代で、それぞれ高くなっ

ている。

男女が社会のあらゆる分野でもっと平等になるた

めに最も重要と思うことは（表２参照）、「法律や制

度の上での見直しを行い、女性差別につながるもの

を改めること」と答えた者の割合が１３.２％、「女性

を取り巻く様々な偏見、固定的な社会通念、慣習・

しきたりを改めること」と答えた者の割合が２８.６％、

「女性自身が経済力をつけたり、知識・技術を習得す

るなど、積極的に力の向上を図ること」と答えた者

の割合が２２.９％、「女性の就業、社会参加を支援す
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る施設やサービスの充実を図ること」と答えた者の

割合が１４.６％、「政府や企業などの重要な役職に一

定の割合で女性を登用する制度を採用・充実するこ

と」と答えた者の割合が１０.７％となっている。「法

律や制度の上での見直しを行い、女性差別につなが

るものを改めること」、「政府や企業などの重要な役

職に一定の割合で女性を登用する制度を採用・充実

すること」と答えた者の割合は男性で、「女性の就

業、社会参加を支援する施設やサービスの充実を図

ること」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高く

なっている。

性・年齢別に見ると、「法律や制度の上での見直し

を行い、女性差別につながるものを改めること」と

答えた者の割合は男性の４０歳代、７０歳以上で、「女

性自身が経済力をつけたり、知識・技術を習得する

など、積極的に力の向上を図ること」と答えた者の

割合は女性の６０歳代で、「女性の就業、社会参加を

支援する施設やサービスの充実を図ること」と答え

た者の割合は女性の２０歳代から４０歳代で、「政府や

企業などの重要な役職に一定の割合で女性を登用す

る制度を採用・充実すること」と答えた者の割合は

男性の２０歳代、５０歳代、６０歳代で、それぞれ高く

なっている。

女性があまり進出していない分野に女性の進出を

進めていくために、どのような措置をとるのがよい

と思うか聞いたところ（表３参照）、「企業などが自
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主的に、女性社員の採用・登用・教育訓練などに目

標を設けたり、女性社員の進出を促す計画を策定す

る」を挙げた者の割合が３４.９％と最も高く、以下、

「国や地方自治体が自主的に、女性職員の採用・登

用・教育訓練などに目標を設けたり、女性職員の進

出を促す計画を策定する」（２９.０％）、「国や地方自

治体が、職員の採用や管理職への登用などで女性の

数や比率を定める割当制（クォータ）を設けるよう

にする」（２３.６％）などの順となっている。

性・年齢別に見ると、「国や地方自治体が自主的

に、女性職員の採用・登用・教育訓練などに目標を

設けたり、女性職員の進出を促す計画を策定する」

を挙げた者の割合は女性の４０歳代で、「国や地方自

治体が、職員の採用や管理職への登用などで女性の

数や比率を定める割当制（クォータ）を設けるよう

にする」を挙げた者の割合は女性の４０歳代、５０歳代

と男性の４０歳代で、それぞれ高くなっている。

「男女共同参画社会」を形成していくため、今後、

行政はどのようなことに力を入れていくべきだと思

うか聞いた（複数回答）ところ（表４参照）、「保育

の施設・サービスや、高齢者や病人の施設や介護サ

ービスを充実する」を挙げた者の割合が４９.７％と最

も高く、以下、「法律や制度の面で見直しを行う」

（３８.２％）、「職場における男女の均等な取り扱いに

ついて周知徹底を行う」（３７.７％）、「女性の就労の

機会を増やしたり、従来女性の就労が少なかった分

野などへの女性の進出を促進するため職業教育や職

業訓練を充実する」（３７.５％）などの順となってい

る。（複数回答、上位４項目）

性別に見ると、「保育の施設・サービスや、高齢者

や病人の施設や介護サービスを充実する」を挙げた

者の割合は女性で、「職場における男女の均等な取り

扱いについて周知徹底を行う」を挙げた者の割合は

男性で、それぞれ高くなっている。

性・年齢別に見ると、「保育の施設・サービスや、

高齢者や病人の施設や介護サービスを充実する」を

挙げた者の割合は女性の３０歳代から５０歳代で、「法

律や制度の面で見直しを行う」を挙げた者の割合は

女性の４０歳代と男性の２０歳代で、「職場における男

女の均等な取り扱いについて周知徹底を行う」を挙

げた者の割合は女性の４０歳代と男性の２０歳代から

４０歳代で、「女性の就労の機会を増やしたり、従来

女性の就労が少なかった分野などへの女性の進出を

促進するため職業教育や職業訓練を充実する」を挙
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げた者の割合は女性の２０歳代、３０歳代で、それぞれ

高くなっている。

本稿にあたって、地方自治体での研修や大学院で

の講義の際に、自治体女性職員に、「組織において女

性職員として感じること（ポスト・昇進、仕事のや

り方など）」と「女性職員の能力開発への意見」とい

う２つについて意見を求めたところ、以下の内容と

なった。

（１）女性の昇進

自治体の規模にもよるが、課長補佐級以上への女

性の管理職の登用が、非常に少ない。また、女性の

管理職が少数であること、女性の管理職に対する外

の理解が少ないことが、人とのつながりや顔で仕事

をしていく上で不利であること、連携や協力が得ら

れにくいなど、ハンディキャップを抱えているよう

に感じる。

同期と比べ昇進が比較的遅く、出産・育児を経る

とさらに顕著に感じる。

（２）仕事のローテーション

これまでのジョブ・ローテーションの中で、女性

は定型業務である庶務関係の仕事が多く、企画・調

整などは経験していないなど、個人としてのキャリ

アに偏りがある。急に、企画調整的な仕事を与えら

れても、現実問題としてできない職員も多くいるの

ではないか。また、管理職として当然経験しておく

べきキャリアとしての蓄積が少ない点は、例えば議

会の対応など、管理職として業務をこなしていく上

で課題となっている。

（３）仕事の機会・配意

住民や議員との対話や交渉など、人前に出て話を

する機会が少ない。また、庶務の担当者が定められ

ていても、女性にまわされることがある。特に、土

木・建設といった現場第一線において、女性職員の

配置が少ない。

（４）育児等と昇進のバランス

女性の場合、ライフステージから考えると、３５歳

までは子供が小さすぎて仕事の責任を負えないとい

う感覚があると思われる。公務員は制度上は恵まれ

ていると思うが、それでも管理職になる前の時期で

のキャリア形成が難しい。家庭での役割分担がキャ

リア意識に強く影響していると感じる。

（５）女性の能力開発

「人前に立つ」機会を均等に与えることが必要で

ある。女性はやりたがらないという理解を前提とし

て、男性に任せてしまう傾向にある。機会がなけれ

ば訓練にならないし、経験も積めない。仕事と家庭

のバランスが難しい３５歳までのキャリア形成につい

て、男性と女性職員の上司に環境・教育が必要で、

男女共に研修をすることも有効ではないか。まだま

だ女性が力をつけること、能力開発が必要であり、

男性とは別に、主体的に忌憚のない活発な議論がで

きる機会が必要だと思われる。

（６）その他

男女共同参画の研修を受け、ジェンダーフリーの

姿勢で接しようとしている職員も多いが、見えない

ジェンダーの壁があるように感じる。

１で抜粋した世論調査の結果と２でのヒアリングで

出てきた意見との関連性は高く、実例ともいえるか

もしれない。ここでは、それらを踏まえ、女性の活

用と能力開発・研修について、提言してみたい。

（１）人事評価制度確立による女性の活用と能力開発

内閣府の世論調査では、「職場において男性の方が

優遇されている」との回答が６割近くに上り、ヒア

リングでは「管理職の女性が少ない」ことが挙げら

れている。

まず、不平等感の解決には人事評価の確立と結果

の本人への開示が必要である。公共組織はこれまで

３．女性職員の活用と能力開発・研修
について

２．自治体女性職員へのヒアリング
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官僚制度による年功序列が主であり、人事評価の確

立と開示は企業に比べかなり低い。これは女性職員

だけに関係する課題ではないが、女性職員の場合、

仕事の機会の偏りから能力開発が育成されず、結果

として評価されないため、昇進に関し不平等を生じ

ている可能性もある。能力開発の機会と人事評価は

密接に関係する。また、人事評価結果を本人へ開示

することによって、能力・実績の結果だけではなく、

仕事の機会・内容は平等だったのかなどを話し合う

ことができる。

また、「国や地方自治体が自主的に、女性職員の採

用・登用・教育訓練などに目標を設けたり、女性職

員の進出を促す計画を策定する」「国や地方自治体

が、職員の採用や管理職への登用などで女性の数や

比率を定める割当制（クォータ）を設けるようにす

る」という意見も３割弱あり、女性管理職の積極的

な登用が求められている。管理職はマネジメントが

主に業務となるため、身体的・精神的な男女差はほ

とんどないと考えられる。寧ろ、女性管理職が少な

い実情は、ヒアリング調査にある「管理職以前の仕

事の偏り」が原因とも考えられるため、評価制度を

通じた偏りの是正が必要である。

（２）ＯＪＴによるトレーニングとフォローアップ研

修

世論調査でも、平等になるためには「女性を取り

巻く様々な偏見、固定的な社会通念、慣習・しきた

りを改めること」（２８.６％）、行政は「職場におけ

る男女の均等な取り扱いについて周知徹底を行う」

（３７.７％）との回答があるように、男女共同参画へ

の意識啓発に関係する研修は必要であろうが、前述

した仕事の機会の平等、ＯＪＴによるトレーニング

がより一層求められている。

さらに、ヒアリング調査で「男性と別に、主体的

に忌憚のない活発な議論ができる機会が必要」との

意見がでているように、より実践的なフォローアッ

プ研修が有効だと思われる。マネジメント分野の研

修は男女共通で良いと思われるが、リーダーシップ

分野に関する研修が必要である。

また、女性の登用が少ない現状にあるため、同性

のメンターの存在が少ない。組織の枠を越え、実際

の経験やスキルを共有する場としての研修も必要で

ある。

（３）キャリア形成支援の研修

女性のライフサイクルに合わせたキャリア・パス

確立の必要性も極めて高いが、個人のライフスタイ

ルに関係するため、検討に時間を要するであろう。

したがって、女性職員自身によるキャリア形成を支

援する、キャリアプランニングなどの研修が有効だ

と思われる。また、女性職員を部下に持つ男性上司

に対する研修の実施も必要であると思われる。

世論調査、ヒアリング調査の現状を踏まえると、

男女共同参画社会への意識改革に関する研修から、

より一層の女性職員の活用と実践的な研修への対応

が求められていることを強く感じる。同じ女性職員

として、本稿が自治体女性職員の活用と能力開発の

一助になれば幸いである。

【平成１８年３月発行研究紀要特別号（第９号）より】

おわりに
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